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令和2年3月1日発行 隣地が越境して駐車 

 ペット飼育を許可しているアパートとなれば、他の賃借

人も当該アパートがペット飼育可能であることを知った上

で賃貸借契約を締結しています。 

 したがって、ペットを飼うことにより通常生じる騒音や

臭いは容認しなければなりません。 

 しかし、そうかといって共同住宅である以上、賃貸人は

賃借人に対し、平穏に居住させる義務があり、一方、賃借

人は他の賃借人など近隣の迷惑となる行為をしてはならな

い義務があります。 

 したがって、賃借人の飼育態様が他の賃借人に著しく迷

惑となる場合には、賃貸人は賃貸借契約を解除することが

できます。 

 今回の場合、苦情が隣室だけでなく、他の賃借人からも

出ていることからすると、ペットの鳴き声としては通常許

容される範囲を逸脱していると考えられます。 

 賃貸人としてはも賃借人Aに注意をしても鳴き声が止ま

ず、他の賃借人に迷惑となるのであれば、賃貸借契約を解

除できると思われます。 

 なお、ペット飼育を認めた賃貸借契約であっても、ペ

ツトの飼育態様について、契約締結時に取り決めをして

おけば、賃借人がその取り決めに違反した場合には、契

約を解除することがしやすくなります。 

（例）賃借人は、ペットを飼育するに際して、ペットが 

   他の賃借人に損害または迷惑を与えることがない 

   ように注意しなければならない。 

   ペットの行動により他の賃借人に損害または迷惑 

   を与えた場合には、直ちに当該行為を止めさせる 

   ものとし、賃貸人からの注意にもかかわらず、そ 

   のペットの行動を止めさせない場合には、賃貸人 

   は賃借人との間の賃貸借契約を解除することがで 

   きる。 

※裁判例 

  飼い犬の鳴き声または悪臭による近隣者に対する生 

 活利益の侵害については、社会通念に照らして、侵害 

 の程度が一般人の社会生活上の受忍限度を超える場合 

 には違法となる。 

 

  なお、通常の家庭犬の飼育は、防犯目的が顕著な場 

 合を除き、生活必需性が希薄であることが多く受忍限 

 度は狭く解すべきである。

№110 当アパートはペット飼育が可能ということを売りにしており、現在、賃借人の 

    ほとんどがペットを飼っています。しかし、賃借人Aが飼っている犬は昼夜かま 

          わず吠え隣室はもとより他の賃借人からも苦情が絶えません。 

          このような場合、Aとの契約を解除することはできないでしょうか？ 
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 Ｑ.将来、家を建てる予定で土地を買ってありますが、隣地の人 

  が私の土地に車を勝手に駐車しています。このまま放っておい 

  ても大丈夫でしょうか。 

 Ａ.隣地の人は空き地だからと気軽に考えて駐車しているかもし 

  れません。しかし、このまま黙っていると境界があいまいにな 

    り、隣地の人が使っている部分を隣人の土地と認められる材料 

      になりかねません。 

      隣地とあまり事を荒立てるのはどうも、と思われるかもしれま 

      せんが、まずは口頭で改めるよう伝え、それでも駐車するよう 

  であれば「越境」の事実について「しかるべき期間中に退去す 

  るよう」申し入れます。 

       申し入れは、直接、口頭でする方法から法的手段も辞さない  

   旨の内容証明で突きつけるまで状況に応じて選択します。 

 

       なお、境界がきちんと確定しているなら、敷地内にフェンス 

   を設置し駐車できないようするのが簡単な解決策です。 



 「えっ、どういうことですか？」 

「退職金を前借りしようと思うんだ。そうすればなんとか払える

と思う」 

 「ちょっと、あなた。何を考えているの。退職金を家に注ぎ込

んだら老後はどうするのよ。わたし、そこまでして家なんて欲

しくないわよ」 

 奥さんはご主人さんの言葉に唖然とした表情で反対しま

す。 

 「つましくやればなんとかなるよ。それに家を買ったら家賃 

 を払わなくてもいいのだから」 

ご主人さん、退職金の前借りといいますが、どうも安易に考え

ているようです。 

 最近では退職金さえない会社もあります。それに、いまどき

前借制度がある会社ってあるのでしょうか。 

 「わからん。でも、うちの社長は義理人情に厚い人だから頼

めばなんとかなると思う」 

 「あなた、止めて。わたしもう諦めたんだから」  

二人の意見はまとまりません。でも、そもそも前借りってできる

のでしょうか。                          続く 
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記後編 集 

シリーズ・わたしの営業体験 №.6 3   チラシは宝の山  その21 

 みちのく紀行その6 絶景の寒風山 

 前回は、お金がなくて滞納したわけではない・・・というところ

まででした。 

 銀行にお願いしたその翌日です。無情にも融資担当者か

ら断りの連絡がありました。 

 たとえ他の預金口座に残高があろうが滞納は滞納。原則は

曲げられない・・・これが保証会社の返事だそうです。 

 万事休すです。銀行を変えても結果は変わらないでしょう。 

ご主人は生気が抜けたかのようにがっくりしています。 

 「あきらめるしかないわね、あなた」 

 「・・・・・・」奥さんの言葉に黙ったまま下を向くご主人。 

 弟のためにしたことが妻を泣かせるとは思ってもいなかった

ご主人。その無念さは痛いほどわかります。 

 どうやらご夫婦とご縁がなかったようです。今回はあきらめる

しかありません。 

 でも、売却を任せてくれたあの社長、契約が流れたと言った

らきっと怒るだろうなぁ。なんにもしていないけど・・・ 

 そんなことを考えているとご主人がちょっと話があるからとわ

たしを呼び寄せます。 

 「不足分は現金で用意するから、少し時間をくれないか？」 


